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令和２年度 包括外部監査結果への対応について 

 

 

１ 監査のテーマ 

   高齢者福祉および子育て支援の充実にかかる財務事務の執行について 

 

２ 監査の対象年度 

   原則として、令和元年度（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）。 

   ただし、必要に応じて平成 30 年度以前及び令和 2 年度の執行分を含む。 

 

３ 監査の実施期間 

   令和 2 年 5 月 30 日から令和 3 年 3 月 23 日まで 

 

４ 監査の実施者 

   包括外部監査人  公認会計士 鈴木 崇大 

監査補助者    公認会計士 荒谷 祐介、 公認会計士 加藤 聡、 

            公認会計士 木下 哲、  公認会計士 小林 幹夫、 

            公認会計士 高橋 政嗣、 公認会計士 渡辺 雅章、 

            公認会計士 松田 卓也 

 

５ 監査の結果 

指摘事項 27 項目 意見 39 項目  計 66 項目 

 区分 指摘事項 意見 

事務執行上の誤りについて 19 3 

事業の経済性、効率性、有効性について 4 25 

契約行為について 4 11 

合計 27 39 

※「指摘事項」とは、青森市において措置することが必要であると判断されたもの 

※「意見」とは、施策や事業の合理化のために、改善を要望（期待）されたもの 

 

６ 市民への公表 

① 青森市ホームページに掲載 

② 市庁舎、支所等での縦覧 
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７ 対応スケジュール 

 

 

                                   ＝法定手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果の報告 

（法第 252 条の 37 第 5 項） 

◆全庁への周知（4 月 12 日） 

【検証作業等】 

・指摘事項及び意見内容の確認・検証 

・是正・改善等、必要な措置 
※監査対象部局以外でも類似事案がない

か確認・検証の上、是正・改善等、必要

な措置 

 

◆関係部局から各常任委員協議会へ 

報告（4 月 21 日） 

◆関係部局から各常任委員協議会へ 

報告 

・指摘事項及び意見内容への是正・ 

改善等措置状況について 

監査結果の公表 

（法第 252 条の 38 第 3 項） 

改善措置の公表 

（法第 252 条の 38 第 6 項） 

 

○議員へのデータ配信 

○青森市ホームページに掲載 

○市庁舎、支所等での縦覧 

法：地方自治法 

○議員へのデータ配信 

○青森市ホームページに掲載 

○市庁舎、支所等での縦覧 
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